
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                               令和２年３月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年７月２８日 ０１時００分ごろ 

発生場所 和歌山県串本町樫野
か し の

埼東北東方沖 

 樫野埼灯台から真方位０６７°２４.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３７.６′ 東経１３６°１８.２′） 

インシデントの概要  貨物船さんふらわあとうきょうは、東北東進中、主機のオイルミス

ト警報が発せられ、減速航行して入港した後、主機の運転ができなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過  令和元年９月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 さんふらわあとうきょう、１０,５０３トン 

 １３４４３５、鳳生
ほうせい

汽船株式会社（Ａ社） 

 １６６.９０ｍ×２７.００ｍ×１７.９４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１５,３４５kＷ、平成１５年８月 

 ２サイクル、回転数毎分１２７、９気筒、ボア５２０mm、使用燃料

Ｃ重油 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５３年６月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月２９日 

  免状有効期間満了日 令和５年４月２９日 

機関長 男性 ５９歳 

 三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成９年１２月３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１０月１１日 

  免状有効期間満了日 令和４年１２月２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 
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 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１２人が乗り組み、シャーシ１５５台

及び車両７８台を積載し、令和元年７月２７日１０時５０分ごろ京浜

港東京区有明１０号地に向けて山口県岩国市岩国港を出港し、樫野埼

東北東方沖を東北東進していた。 

 本船は、２８日０１時００分ごろ、機関室に夜間当直者を配置しな

いＭ０（エムゼロ）モードで運航していたところ、クランク室内で霧

状となった潤滑油（オイルミスト）の濃度が高くなったことを知らせ

る‘主機のオイルミスト警報’（以下「本件警報」という。）が発せら

れ、主機が自動減速機能によって、回転数毎分（rpm）が１２０から

８０に低下した。 

機関長は、自室で警報音を聞き、機関室に行って状況を確認したと

ころ、船尾から順に番号が付けられた主機シリンダのうち２～５番シ

リンダにおけるオイルミスト検出器のミスト表示が警報レベル付近で

変動しているのを認め、主機を停止した。 

機関長は、以前に検出器のセンサの汚れで誤警報が出た際、同セン

サを清掃し、正常に戻ったことがあったので、その旨を船長に報告

し、同センサの清掃を実施した。 

本船は、検出器のセンサが復旧された後、０１時２５分ごろ主機を

始動して航行を開始したが、０２時００分ごろ、再び２～５番シリン

ダの本件警報が発せられたので、主機を停止して同センサの清掃を行

った後、０２時０７分ごろ航行を再開した。 

本船は、１１時１５分ごろ３回目の本件警報が発せられ、船長が、

機関長から入港して修理が必要であることの報告があり、Ａ社に主機

製造業者による修理を要請し、主機の回転数を８０rpm に減じて航行

を続け、１４時２０分ごろ有明１０号地に着岸した。 

機関長は、入港後、主機シリンダと同様に船尾側から順に番号が付

けられた主軸受の５番主軸受メタルを開放したところ、同メタルに摩

耗及び焼付きを、また、クランク軸のジャーナル部にメタルの焼付き

及び傷を認めた。 

本船は、２９日主機製造業者による調査が実施され、主軸受の焼付

きにより航行不能と判断され、後日和歌山県由良町所在の造船所にえ
．

い
．
航され、造船所担当者により調査が行われた結果、５～７番の主軸

受が焼き付いてメタルが回転しているのが認められ、クランク軸のジ

ャーナル部にメタルの焼付き及び傷が発生しているのが認められた。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、付図２ 主機主軸受配列

図、写真１ 本船、写真２ 主機、写真３ オイルミスト警報装

置、写真４ ５番主軸受メタル、写真５ ５番クランクジャーナ

ル、写真６ ７番主軸受メタル 参照） 

 その他の事項 

 

 本船のオイルミスト警報装置は、センサ孔が主機の各シリンダのク

ランク室上部に設置され、クランク室に発生したオイルミストを１シ



- 3 - 

リンダずつ順に検出し、同室内のオイルミストの濃度分布状態を表示

するものであった。 

 本件警報は、軸の焼付き等不具合の発生により、高温で霧状になっ

た潤滑油が酸素と混ざれば爆発する危険性があるので、霧状になった

潤滑油の濃度を検知して警報を発するものである。 

本船の主軸受は、５番及び６番主軸受は、４番シリンダの前後の軸

受であった。 

本船は、定期的にクランクデフレクションを計測しており、平成３

１年３月に計測された際、異常値は認められなかった。 

本船は、２年ごとの入渠
きょ

時に順に主軸受の開放検査を行い、平成１

２年まで毎回約半数の開放検査を実施していたが、船級との協議によ

り、平成２６年以降は毎回２箇所の開放検査を実施していた。 

５番主軸受は、平成２２年に上下とも開放、交換されて以降、ま

た、６番主軸受は平成２４年以降、７番主軸受は平成２６年以降それ

ぞれ開放検査が実施されていなかった。 

今回不具合が発見された５番及び６番主軸受メタルは、ホワイトメ

タルの摩耗が進んでおり、クランク軸のジャーナル部と主軸受メタル

との間に間隙が認められ、７番主軸受メタルは、ホワイトメタルが溶

損してめくれ上がっているのが認められた。 

本船の主機潤滑油系統は、ピストンと主軸受は別系統となってい

た。 

本船の主機の運転時間は、年間約６,０００時間であった。 

本船の潤滑油は、１度に全量が交換されたことはなく、３ヶ月毎に

約６kℓ補給しながら、その度に性状分析が実施されていたが、分析項

目が粘度、アルカリ価、水分等であり、金属成分の分析が実施されて

いなかった。 

機関長は、当初本件警報が発せられた際、以前にもミストレベルの

表示が不安定な状態があり、検出器のセンサの汚れによる誤警報であ

ったので、主軸受が焼き付いたかもしれないと思ったが、センサの確

認を優先し、警報が消えたのでそのまま航行を再開した。 

本船は、主機の主軸が抜き出された際、５番主軸受のサドル部両舷

側にフレッティング及び振動により発生したクラックが発見された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、樫野埼東北東方沖を東北東進中、主機の５～７番主軸受が

焼き付いたことから、主機の運転ができなくなり、運航不能となった

ものと推定される。 

 本船は、５～７番主軸受の摩耗が進行し、クランクジャーナル軸と
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主軸受メタルに間隙が生じたことから、潤滑油膜を保持できず、同メ

タルが焼き付いたものと考えられる。 

 本船は、５番主軸受に振動が発生していたことから、同軸受メタル

の摩耗が進行した可能性があると考えられる。 

船舶所有者の工務担当者は、３か月毎に行われていた潤滑油の性状

分析時に金属成分の分析を実施しなかったことから、同主軸受の摩耗

が進行していたことに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、潤滑油の性状分析時に金属成分

の分析が行われていない状況下、樫野埼東北東方沖を東北東進中、主

機の５～７番主軸受が焼き付いたため、主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、本件警報が発せられた場合、確実に原因を追求し、原

因が把握されない場合、主機を始動させないこと。 

・乗組員は、定期的に行われる潤滑油の性状分析の際、金属成分の

分析を行い、金属成分が含まれる等異常が認められたら直ちに修

理すること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 

（令和元年７月２８日 

０１時００分ごろ発生） 

樫野埼灯台 
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三重県 

熊野灘 

串本町 

和歌山県 
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付図２ 主機主軸受配列図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

 

１番主軸受 

２番シリンダ 

１番シリンダ 

フ ラ イ ホ
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２番主軸受 

３番主軸受 

４番主軸受 

１０番主軸受 

１１番主軸受 

９番シリンダ 

船尾 船首 

クランク軸 
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写真２ 主機 

 
 

写真３ オイルミスト警報装置 

  
オイルミストレベル表示部 
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写真４ ５番主軸受メタル 

 

 

写真５ ５番クランクジャーナル 

 
 焼付き痕 

表面に焼付き痕 
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写真６ ７番主軸受メタル 

 

焼付き痕 ホワイトメタル溶損痕 


